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規
程
に
基
づ
き
支
給※

社
会
保

　

険
・
雇
用
保
険
・
退
職
積
立
基

　

金
加
入

◇
受
験
資
格　

健
康
状
態
が
正
常

　

で
、次
の
要
件
を
満
た
す
者（
村

　

外
居
住
者
も
受
験
可
）

・
昭
和
５４
年
４
月
２
日
以
降
に
生

ま
れ
た
者

・
介
護
支
援
専
門
員
資
格
を
有
す

る
者

・
普
通
運
転
免
許
を
有
す
る
者

※

Ａ
Ｔ
限
定
可

◇
欠
格
事
項　

次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
者
は
受
験
不
可
で
す
。

・
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者

・
成
年
被
後
見
人
及
び
被
保
佐
人

・
禁
固
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、

　

そ
の
執
行
を
終
え
て
い
な
い
者
、

　

ま
た
は
そ
の
執
行
を
受
け
る
こ

　

と
が
な
く
な
っ
て
い
な
い
者

・
日
本
国
憲
法
又
は
そ
の
下
に
成

　

立
し
た
政
府
を
暴
力
で
破
壊
す

　

る
こ
と
を
主
張
す
る
政
党
そ
の

　

他
の
団
体
を
結
成
し
又
は
こ
れ

　

に
加
入
し
た
者

◇
試
験
の
方
法　

筆
記
・
小
論
文

　

・
面
接
試
験
（
詳
細
は
応
募
者

　

に
通
知
）

◇
応
募
方
法　

１０
月
１５
日（
火
）ま 

　

で
に
、
自
筆
の
履
歴
書
を
社
会

　

福
祉
協
議
会
に
提
出

◇
一
次
試
験
日　

１０
月
２６
日（
土
）

◇
問
合
せ　

村
社
会
福
祉
協
議
会

◇
申
込　

１０
月
８
日（
火
）ま
で
に

健
康
増
進
課
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

◇
問
合
せ　

役
場
健
康
増
進
課
☎

０
２
９

－

８
８
５

－

１
８
８
９

◇
募
集
職
種
・
募
集
人
数

　

事
務
職
員
・
１
名

◇
採
用
予
定
年
月
日　

令
和
２
年

４
月
１
日

◇
勤
務
場
所
・
勤
務
時
間
等　

　

美
浦
村
社
会
福
祉
協
議
会
・
午

　

前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

　

週
５
日
勤
務
（
土
日
祝
及
び
年

　

末
年
始
は
休
業
）

◇
給
与
・
手
当
等　

美
浦
村
社
会

　

福
祉
協
議
会
給
与
等
に
関
す
る

　

慢
性
腎
臓
病
発
症
や
進
行
に
は
、

高
血
圧
症
・
糖
尿
病
・
脂
質
異
常

症
な
ど
の
生
活
習
慣
病
が
強
く
関

係
し
ま
す
。
病
気
の
原
因
・
症

状
・
予
防
な
ど
幅
広
い
知
識
を
楽

し
く
学
べ
る
講
演
会
で
す
。

　

ぜ
ひ
、
ご
家
族
そ
ろ
っ
て
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

１０
月
１５
日（
火
）午
後
１

時
３０
分
〜
午
後
３
時

◇
場
所　

美
浦
村
保
健
セ
ン
タ
ー

◇
講
師　

筑
波
大
学
医
学
医
療
系

腎
臓
内
科
学
准
教
授
・
斉
藤
知

栄
先
生

◇
定
員
・
参
加
費　

５０
人
・
無
料

（
健
康
グ
ッ
ズ
プ
レ
ゼ
ン
ト
）　

詳細は村ホームページをご覧になるか
役場総務課までお問合せください。

１枠２，７００円～（先着）

※ページ構成上募集がない月もあります。

広報みほに広告を掲載しませんか

お知らせお知らせ

公共機関等の電話番号はお知らせの

最終ページに掲載しています。

公共機関等の電話番号はお知らせの

最終ページに掲載しています。

（広告欄）

い
ざ
と
い
う
時
の

避
難
所

い
ざ
と
い
う
時
の

　
　
　
　
　

避
難
所

　

も
し
、
大
き
な
災
害
に
遭
遇
し

た
と
き
、
一
体
ど
こ
に
避
難
す
れ

ば
よ
い
の
か
ご
存
知
で
す
か
？

い
ざ
と
い
う
時
に
慌
て
な
い
よ

う
に
、
自
宅
や
働
い
て
い
る
場
所

の
近
く
に
あ
る
避
難
所
と
安
全
な

避
難
経
路
を
、
し
っ
か
り
確
認
し

て
お
き
ま
し
ょ
う
。

◆
み
ほ
ふ
れ
愛
プ
ラ
ザ
・
宮
地
１

２
１
１

－

２

◆
木
原
小
学
校
・
木
原
１
５
６
７

◆
木
原
保
育
所
・
木
原
１
５
１
６

◆
農
林
漁
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ

ン
タ
ー
・
木
原
１
５
３
９

◆
美
浦
中
学
校
・
受
領
１
４
３
５

◆
美
浦
村
中
央
公
民
館
・
受
領
１

４
６
０

－

１

◆
美
浦
幼
稚
園
・
大
谷
１
０
５
９

◆
安
中
小
学
校
・
土
浦
１
９
７
９

－

１

◆
安
中
地
区
多
目
的
研
修
集
会
施
設

　

・
間
野
３
４
１

－

１

◆
大
谷
小
学
校
・
興
津
３
６
６

◆
大
谷
保
育
所
・
信
太
２
６
１
６

－

１

（
第
６
回
・
終
わ
り
）

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報　
６

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
防
災
情
報　
６

ま
も
ろ
う
腎
臓
！

医
師
講
演
会

美
浦
村
社
会
福
祉
協
議
会

正
規
職
員
採
用
試
験

村
内
の
避
難
所



　

通
行
車
両
、
歩
行
者
や
通
学
者

の
安
全
と
環
境
美
化
を
図
る
た
め
、

毎
年
２
回
、
定
期
的
に
道
路
の
清

掃
や
草
刈
り
を
村
民
の
皆
さ
ん
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
り
行
っ
て
い

ま
す
。
今
年
度
２
回
目
に
つ
い
て

も
次
の
よ
う
に
実
施
し
ま
す
の
で
、

ご
協
力
い
た
だ
け
る
皆
さ
ん
の
参

加
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

◇
日
時　

１０
月
２６
日（
土
）午
前
７

時
３０
分
〜
２
時
間
程
度
（
午
前

７
時
１５
分
役
場
玄
関
前
集
合
）

◇
作
業　

国
道
１
２
５
号
バ
イ
パ

ス
歩
道
ほ
か
村
道
沿
い
の
草
刈

り
、
小
枝
払
い
、
ゴ
ミ
拾
い

◇
対
象　

村
内
在
住
１８
歳
以
上
の
方

◇
申
込　

都
市
建
設
課
窓
口
ま
た

は
電
話
に
て
１０
月
１８
日（
金
）ま

で
に
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
せ　

役
場
都
市
建
設
課

　

台
風
や
雷
・
豪
雨
の
影
響
に
よ

る
樹
木
接
触
・
樹
木
倒
壊
や
飛
来

物
等
に
よ
り
、
電
線
が
切
れ
て
し

ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
切
れ
て

た
れ
下
が
っ
て
い
る
電
線
に
は
、

絶
対
に
手
を
触
れ
な
い
で
く
だ
さ

い
。
電
線
に
樹
木
や
看
板
、
ア
ン

テ
ナ
等
が
接
触
し
て
い
る
場
合
も

大
変
に
危
険
で
す
。
見
つ
け
た
ら
、

す
ぐ
に
東
京
電
力
パ
ワ
ー
グ
リ
ッ

ド
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
ご
連
絡

い
た
だ
い
た
際
、
現
地
の
様
子
を

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
で
撮
影
し
提

供
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
す
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

◇
連
絡
・
問
合
せ　

東
京
電
力
パ

ワ
ー
グ
リ
ッ
ド
☎
０
１
２
０

－

９
９
５

－

０
０
７
、
０
１
２
０

番
号
を
利
用
で
き
な
い
場
合
☎

０
３

－

６
３
７
５

－
９
８
０
３

（
有
料
）、
停
電
情
報（h
ttp
://te

id
en
in
fo
.tep
co
.co
.jp
)　

　

茨
城
県
で
は
、
新
興
感
染
症
や

大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
力
の
強

化
を
図
る
た
め
、
現
在
の
１２
保
健

所
か
ら
９
保
健
所
２
支
所
に
再

編
・
統
合
す
る
と
共
に
、
一
部
保

健
所
の
管
轄
を
見
直
し
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
１１
月
１
日
か
ら
、
美

浦
村
在
住
の
方
の
管
轄
保
健
所
は
、

土
浦
保
健
所
か
ら
竜
ケ
崎
保
健
所

へ
変
更
と
な
り
ま
す
。

◇
問
合
せ　

茨
城
県
竜
ケ
崎
保
健

所（
龍
ケ
崎
市
２
９
８
３

－

１
）

☎
０
２
９
７

－

６
２

－

２
１
６
１

　

村
で
は
、
使
用
済
み
農
業
用
ビ

ニ
ー
ル
・
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
の
回
収

を
行
い
ま
す
。
排
出
事
業
者
単
位

で
回
収
委
託
者
と
の
契
約
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
期
限
ま
で
に

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
詳
細
は

後
日
お
申
込
み
い
た
だ
い
た
農
家

の
方
宛
て
に
通
知
い
た
し
ま
す
。

◇
回
収
で
き
る
も
の　

遮
光
シ
ー

ト
、
カ
ン
レ
イ
シ
ャ
、
マ
ル
チ

フ
ィ
ル
ム
、
肥
糧
袋
、
苗
箱
等

※
農
ビ
、
農
ポ
リ
は
分
別
し
て
く

だ
さ
い
。

◇
回
収
で
き
な
い
も
の　

糸
入
り

農
ビ
、
マ
イ
カ
線
、
畦
シ
ー
ト
、

ブ
ル
ー
シ
ー
ト
、
そ
の
他
の
特

殊
資
材
、
ホ
ー
ス
類
等
の
一
部
、

変
色
し
た
ビ
ニ
ー
ル
や
保
存
状

態
の
悪
い
も
の
等

◇
回
収
日　

１０
月
下
旬

※
申
込
者
に
後
日
連
絡

◇
場
所　

稲
敷
農
協
旧
安
中
支
店
、

　

水
郷
つ
く
ば
農
協
コ
ン
ポ
ス
ト

セ
ン
タ
ー

◇
委
託
先　

（
公
社
）農
林
振
興
公
社

◇
費
用　

登
録
料：

１
戸
当
た
り

１
０
０
０
円
、
回
収
料：

農
ビ

１
ｋ
ｇ
当
た
り
１０
円
・
農
ポ
リ

１
ｋ
ｇ
当
た
り
３０
円

◇
申
込
期
限　

９
月
３０
日（
月
）

※
回
収
日
当
日
の
申
込
み
は
不
可
。

◇
申
込
・
問
合
せ　

役
場
経
済
課

　

村
で
は
、
借
家
住
ま
い
の
母
子

家
庭
お
よ
び
父
子
家
庭
の
方
に
対

し
、
母
子
･
父
子
福
祉
住
宅
手
当

を
年
２
回
、
９
月
と
３
月
に
支
給

し
て
い
ま
す
。

◇
対
象　

美
浦
村
に
住
所
を
有
し
、

　

次
の
要
件
を
す
べ
て
満
た
し
て

　

い
る
母
子
･
父
子
家
庭
の
方

・
所
得
が
、
児
童
扶
養
手
当
に
お

　

け
る
当
該
年
度
の
所
得
制
限
の

　

範
囲
内
に
あ
る
方

・
自
家
住
宅
を
所
有
せ
ず
、
借
家

　

住
ま
い
で
賃
貸
借
し
て
い
る
方

・
世
帯
全
員
が
村
税
お
よ
び
使
用

　

料
等
を
滞
納
し
て
い
な
い
方

◇
手
当
の
額　

月
額
４
０
０
０
円

◇
申
請
方
法　

９
月
３０
日（
月
）ま

で
に
、
所
定
の
申
請
書
（
役
場

子
育
て
支
援
課
に
配
置
）、賃
貸

借
契
約
書
の
写
し
、
家
賃
に
か

か
る
領
収
書
の
写
し
を
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

◇
申
請
・
問
合
せ　

教
育
委
員
会

子
育
て
支
援
課（
役
場
庁
舎
２
階
）

（広告欄）

道
路
沿
い
の
草
刈
り

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

切
れ
た
電
線
に
は
さ

わ
ら
な
い
で

管
轄
の
保
健
所
が
変

わ
り
ま
す

農
ビ
・
農
ポ
リ
の

適
正
回
収
を
行
い
ま
す

母
子
･
父
子
福
祉
住
宅

手
当
を
支
給
し
ま
す
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年
金
生
活
者
支
援
給
付
金
は
、

消
費
税
率
引
き
上
げ
分
を
活
用
し
、

年
金
を
含
め
て
も
所
得
が
低
い
方

の
生
活
を
支
援
す
る
た
め
に
、
年

金
に
上
乗
せ
し
て
支
給
す
る
も
の

で
す
。
消
費
税
率
が
現
行
の
８
％

か
ら
１０
％
に
引
上
げ
と
な
る
令
和

元
年
１０
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
、

初
回
の
支
払
い
（
１０
月
分
・
１１
月

分
）
は
令
和
元
年
１２
月
中
旬
と
な

り
ま
す
。
平
成
３１
年
４
月
１
日
時

点
で
老
齢
・
障
害
・
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
、
支
給
要
件
を
満
た

し
て
い
る
方
に
は
令
和
元
年
９
月

頃
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
給
付
金

の
請
求
手
続
き
に
必
要
な
書
類
を

送
付
し
ま
す
。

◇
問
合
せ　

給
付
金
専
用
ダ
イ
ヤ

　

ル
☎
０
５
７
０

－

０
５

－

４
０

　

９
２
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

村
社
会
福
祉
協
議
会
で
は
、
結

婚
５０
周
年
を
迎
え
ら
れ
る
ご
夫
婦

を
１１
月
に
表
彰
・
お
祝
い
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　

該
当
と
な
る
ご
夫
婦
は
、
所
定

の
申
込
書
を
村
社
会
福
祉
協
議
会

へ
１０
月
４
日（
金
）ま
で
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
本
籍
地
が

村
外
の
場
合
は
、
戸
籍
謄
本
の
添

付
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

※
申
込
書
は
村
社
会
福
祉
協
議
会

　

に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
協
議
会

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（h

ttp
://w
w
w
.

m
ih
o
sh
a
k
y
o
.jp
/

）
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
も
で
き

ま
す
。

◇
申
請
条
件　

次
の
要
件
を
す
べ

　

て
満
た
し
て
い
る
ご
夫
婦
。
た

　

だ
し
、
既
に
金
婚
の
表
彰
・
お

　

祝
い
を
受
け
た
ご
夫
婦
は
対
象

　

外
と
な
り
ま
す
。

・
昭
和
４２
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和

　

４５
年
３
月
３１
日
に
婚
姻
届
を
提

　

出
し
て
い
る
。

・
令
和
元
年
９
月
１
日
現
在
で
村

内
に
１
年
以
上
居
住
し
て
い
る
。

◇
問
合
せ　

村
社
会
福
祉
協
議
会

　

遺
言
、
相
続
、
各
種
許
認
可
等

の
行
政
手
続
き
の
相
談
等
、
暮
ら

し
と
役
所
の
諸
手
続
き
に
関
す
る

相
談
に
茨
城
県
内
の
行
政
書
士
が

電
話
で
お
答
え
し
ま
す
。

◇
相
談
日
時　

毎
週
木
曜
日
（
祝

日
を
除
く
）
午
後
１
時
３０
分
〜

午
後
４
時
３０
分

◇
相
談
電
話
番
号　

０
２
９

－

３

０
５

－

３
７
３
１

　

畜
産
セ
ン
タ
ー
の
研
究
紹
介
や

畜
産
ミ
ニ
講
座
の
他
、
子
豚
や
ひ

よ
こ
の
ふ
れ
あ
い
牧
場
、
バ
タ
ー

作
り
体
験
、
農
畜
産
物
の
販
売
な

ど
を
行
い
ま
す
。
ま
た
、
敷
地
内

に
あ
る
国
土
地
理
院
の
パ
ラ
ボ
ラ

ア
ン
テ
ナ
施
設
も
公
開
さ
れ
ま
す
。

◇
日
時　

１０
月
２６
日
（
土
）
午
前
１０

時
〜
午
後
３
時※

雨
天
決
行

◇
場
所　

茨
城
県
畜
産
セ
ン
タ
ー

（
石
岡
市
根
小
屋
１
２
３
４
）

◇
入
場
料　

無
料
（
事
前
申
し
込

み
不
要
）

◇
問
合
せ　

茨
城
県
畜
産
セ
ン
タ

　

ー
企
画
情
報
室
☎
０
２
９
９

－

４
３

－

３
３
３
３

　

参
加
を
希
望
す
る
障
が
い
者
の

方
は
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
龍
ケ
崎
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

◇
日
時　

９
月
２７
日（
金
）午
後
１

時
〜
午
後
３
時
３０
分
（
午
後
０

時
３０
分
受
付
開
始
）

◇
会
場　

ホ
テ
ル
グ
ラ
ン
ド
東
雲

（
つ
く
ば
市
小
野
崎
４
８
８

－

１
）

◇
主
催　

茨
城
労
働
局
、
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
土
浦
・
常
総
・
石
岡
・

龍
ケ
崎
、
茨
城
県

◇
申
込
・
問
合
せ　

ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
龍
ケ
崎
☎
０
２
９
７

－

６
０

－

２
７
２
７

 

常
陽
銀
行
委
嘱
の
社
会
保
険
労

務
士
が
、
無
料
で
ご
相
談
に
応
じ

ま
す
。（
要
予
約
）

◇
開
催
日　

９
月
２４
日（
火
）午
前

　

１０
時
〜
午
後
３
時

◇
会
場　

常
陽
銀
行
美
浦
支
店

◇
予
約
・
問
合
せ　

常
陽
銀
行
美

浦
支
店
☎
０
２
９

－

８
８
５－

２
９
１
５

　

登
記
、
年
金
、
雇
用
、
税
金
等
、

行
政
機
関
で
行
う
手
続
き
に
関
す

る
ご
質
問
や
ご
相
談
の
ほ
か
、
相

続
、
離
婚
、
多
重
債
務
等
の
法
律

相
談
も
行
い
ま
す
。
相
談
は
無
料

・
予
約
不
要
で
す
。

※

法
律
相
談
は
相
談
者
が
多
い
場

合
、
早
期
に
受
付
終
了
。

◇
日
時　

１０
月
４
日（
金
）午
前
１０

時
３０
分
〜
午
後
３
時

◇
会
場　

ワ
ー
ク
ヒ
ル
土
浦
２
階

会
議
室

◇
参
加
機
関　

法
務
局
、
労
働
局
、

茨
城
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ

ン
タ
ー
、
年
金
事
務
所
、
茨
城

県
、
警
察
本
部
、
土
浦
市
、
弁

護
士
会
、
司
法
書
士
会
、
税
理

士
会
、
行
政
相
談
委
員
、
総
務

省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
き
く
み

み
茨
城

◇
問
合
せ　

総
務
省
行
政
相
談
セ

ン
タ
ー
き
く
み
み
茨
城
☎
０
５

７
０

－

０
９
０
１
１
０

◎
１０
月
７
日
〜
１３
日
は
行
政
相
談

週
間
で
す

　

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
困
っ
て

い
る
こ
と
、
行
政
に
対
し
て
望
ん

で
い
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

総
務
大
臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
行
政

相
談
員
が
、
行
政
に
関
す
る
相
談

を
受
け
、
そ
の
解
決
の
た
め
の
活

動
を
し
て
お
り
、
役
場
で
定
例
相

談
所
を
開
設
し
て
い
ま
す
。

※

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

◇
日
時　

毎
月
第
４
金
曜
日
・
午

前
１０
時
か
ら
正
午　

◇
場
所　

役
場
１
階
住
民
相
談
室

◇
問
合
せ　

役
場
総
務
課
、
総
務

省
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー
き
く
み

み
茨
城

金
婚
式
を
迎
え
る
ご

夫
婦
へ

行
政
書
士
電
話
無
料
相
談

常
陽
銀
行
無
料
年
金
相
談

茨
城
県
畜
産
セ
ン
タ
ー

公
開
デ
ー

く
ら
し
の
困
り
ご
と

相
談
会
（
土
浦
）

行
政
相
談
週
間

障
害
者
就
職
面
接
会

（
県
南
会
場
）

年
金
生
活
者
支
援
給

付
金
請
求
手
続
き



3 広報みほ　令和元年９月号 広報みほ　令和元年９月号広報みほ　令和元年９月号 2626

◇
日
時　

１０
月
２６
日
、
１１
月
２
日
、

　

９
日
、
１６
日
、
３０
日
の
土
曜
日 

　

（
全
５
回
）

◇
会
場　

土
浦
市
総
合
福
祉
会
館

　

４
階
・
講
義
講
習
室
（
ウ
ラ
ラ

　

２
ビ
ル
）

◇
対
象
者　

村
内
在
住
・
在
勤
の
方

◇
内
容　

要
約
筆
記
技
術
の
基
礎

　

知
識
・
講
義
・
実
技
練
習
、
聴

　

覚
障
害
者
の
基
礎
知
識
等

◇
定
員　

２
名
（
定
員
を
超
え
た

　

場
合
は
抽
選
）

※

土
浦
市
・
阿
見
町
と
の
合
同
開

　

催
の
た
め
、
全
体
の
応
募
者
数

　

が
少
な
い
場
合
は
中
止
と
な
る

　

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◇
受
講
料　

無
料
（
教
材
費
は
実

　

費
）

◇
申
込
方
法　

往
復
は
が
き
に
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
・
電
話

番
号
を
記
載
し
て
役
場
福
祉
介

護
課
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

◇
締
切　

１０
月
４
日
（
金
）
必
着

◇
問
合
せ　

役
場
福
祉
介
護
課

　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父
及
び

寡
婦
の
方
の
自
立
を
応
援
す
る
た

め
に
、
就
職
に
必
要
な
知
識
や
技

能
を
身
に
付
け
る
就
業
支
援
パ
ソ

コ
ン
講
習
会
で
す
。

※

託
児
付
き（
要
予
約
・
２
歳
以
上
）

①
エ
ク
セ
ル
の
基
本
操
作
、
デ
ー

タ
入
力
、
表
作
成
、
簡
単
な
関

数
等

②
ワ
ー
ド
の
基
本
操
作
、
書
式
設

定
、
簡
単
な
文
書
作
成
等

◇
日
時

①
９
月
２８
日（
土
）、１０
月
１２
日（
土
）

②
１０
月
２６
日（
土
）、１１
月
９
日（
土
）

◇
応
募
締
切

①
９
月
１３
日（
金
）

②
１０
月
１１
日（
金
）

《
共
通
事
項
》

◇
時
間　

午
前
９
時
３０
分
〜
午
後

３
時
３０
分

◇
定
員　

１５
名
程
度

※

応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
と

な
り
ま
す
。

◇
会
場　

ク
リ
エ
ー
ト
Ｐ
Ｃ
教
室

（
水
戸
市
北
見
町
８

－

１２
）

※

無
料
駐
車
場
有

◇
対
象
者　

ひ
と
り
親
家
庭
の
母

　

・
父
お
よ
び
寡
婦
で
２
日
間
必

ず
出
席
で
き
る
パ
ソ
コ
ン
初
心

者
の
方

◇
自
己
負
担
額　

１
０
０
０
円

　

※

資
料
代

◇
申
込
・
問
合
せ　

（
社
福
）茨
城

県
母
子
寡
婦
福
祉
連
合
会
茨
城

県
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支

援
セ
ン
タ
ー
（
水
戸
市
三
の
丸

１－

７－

４１
）
☎
０
２
９－

２

３
３－

２
３
５
５

　

事
前
予
約
は
不
要
で
す
。

◇
日
時　

１０
月
１２
日（
土
）午
前
１０

時
〜
午
後
４
時

◇
会
場　

美
浦
村
中
央
公
民
館
２

階
会
議
室

◇
内
容　

遺
言
、
相
続
、
農
地
法
、

各
種
許
認
可
等

◇
問
合
せ　

茨
城
県
行
政
書
士
会

☎
０
２
９

－

３
０
５

－

３
７
３
１

　

県
民
の
貴
重
な
水
源
で
あ
る
霞

ケ
浦
の
水
を
き
れ
い
に
す
る
た
め
、

県
な
ど
で
は
、
生
活
排
水
対
策
な

ど
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
進
め

て
き
ま
し
た
が
、
近
年
は
水
質
改

善
が
あ
ま
り
進
ま
ず
、
そ
の
指
標

で
あ
る
Ｃ
Ｏ
Ｄ
※１

も
横
ば
い
傾
向

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
県
で
は
、
茨
城
県
霞

ケ
浦
水
質
保
全
条
例
な
ど
の
一
部

を
改
正
し
、
令
和
３
年
４
月
１
日

か
ら
排
水
規
制
を
強
化
し
ま
す
。

霞
ケ
浦
流
域
で
事
業
を
営
む
皆
さ

ん
に
、
排
水
処
理
を
徹
底
し
て
い

た
だ
く
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
霞
ケ

浦
の
さ
ら
な
る
水
質
改
善
を
目
指

し
ま
す
。
き
れ
い
な
霞
ケ
浦
を
、

私
た
ち
の
力
で
取
り
戻
し
ま
し
ょ

う
。

※１

湖
沼
の
汚
濁
の
程
度
を
表
す
数
値

◎
排
水
の
水
質
基
準
を
守
り
ま
し

　

ょ
う

・
平
成
１９
年
か
ら
、
霞
ケ
浦
流
域

の
飲
食
店
や
コ
ン
ビ
ニ
な
ど
全

て
の
事
業
所
が
守
る
べ
き
Ｂ
Ｏ

Ｄ
※２

や
窒
素
、
り
ん
な
ど
の
排

水
基
準
が
、
茨
城
県
霞
ケ
浦
水

質
保
全
条
例
に
よ
り
定
め
ら
れ

て
い
ま
す
。

※２

河
川
の
汚
濁
の
程
度
を
表
す
数
値

◎
２
年
後
か
ら
命
令
違
反
に
は
罰

　

則
が
適
用
さ
れ
ま
す

・
こ
れ
ま
で
は
、
排
水
基
準
を
超

過
し
た
場
合
、
勧
告
な
ど
で
規

制
し
て
き
ま
し
た
が
、
令
和
３

年
４
月
１
日
か
ら
は
、
改
善
命

令
や
排
水
一
時
停
止
命
令
が
発

出
さ
れ
、
命
令
に
従
わ
な
か
っ

た
場
合
は
罰
則
が
適
用
さ
れ
ま

す
。

◎
茨
城
県
環
境
保
全
施
設
資
金
融

　

資
制
度

・
排
水
処
理
施
設
の
整
備
な
ど
に

対
し
て
は
、
融
資
制
度
が
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
利
子
相
当
額
を

補
給（
実
質
無
利
子
の
融
資
）す

る
制
度
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ

ひ
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

◎
店
舗
に
よ
っ
て
は
補
助
が
受
け

ら
れ
ま
す

・
店
舗
兼
住
宅
で
高
度
処
理
型
浄

化
槽
の
設
置
を
検
討
さ
れ
る
事

業
者
は
、
要
件
に
よ
り
補
助
が

受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
、
所
在
地
の
市
町
村

の
補
助
事
業
担
当
課
へ
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▽
要
件　

店
舗
兼
住
宅
の
う
ち
住

宅
部
分
の
面
積
が
２
分
の
１
を

超
え
る
事
業
者
が
、
１０
人
槽
以

下
の
高
度
処
理
型
浄
化
槽
を
設

置
す
る
場
合
な
ど

◇
問
合
せ　

茨
城
県
県
民
生
活
環

　

境
部
環
境
対
策
課
☎
０
２
９

－

　

３
０
１

－

２
９
６
６
、
県
南
県

　

民
セ
ン
タ
ー
環
境
・
保
安
課
☎

　

０
２
９

－

８
２
２

－

７
０
４
８

〔
社
会
福
祉
協
議
会
へ
〕

○
関
東
農
産
株
式
会
社
様　

使
用

　

済
切
手

○
海
野
や
す
様　

使
用
済
切
手　

〔
み
ほ
ち
ゃ
ん
広
場
へ
〕

○
美
浦
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
様　

３
万
円

◎
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

ひ
と
り
親
家
庭
の
母
・
父
の

た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講
習
会

行
政
書
士
無
料
相
談
会

霞
ケ
浦
流
域
の
小
規
模

事
業
所
に
係
る
規
制
強
化

善
意

要
約
筆
記
入
門
講
座

受
講
者
募
集



（広告欄）

各種相談

平日、住民課窓口に来られない方へ

公共機関等お問合せ一覧

美浦村メガソーラー発電量美浦村メガソーラー発電量

美 浦 村 役 場

みほふれ愛プラザ

子育て支援センター

中 央 公 民 館

中央公民館図書室

文 化 財 セ ン タ ー

光 と 風 の 丘 公 園

保 健 セ ン タ ー

美浦水処理センター

大谷時計台児童館

木 原 城 山 児 童 館

大 谷 保 育 所

木 原 保 育 所

社 会 福 祉 協 議 会

デイサービスセンター

老人福祉センター

シルバー人材センター

消費生活センター

美 浦 村 商 工 会

☎０２９－８８５－０３４０

☎０２９－８８５－６５１１

同上プラザ内

☎０２９－８８５－４４５１

☎０２９－８８５－８４４２

☎０２９－８８６－０２９１

☎０２９－８８５－６７１１

☎０２９－８８５－１８８９

☎０２９－８８５－０７２０

☎０２９－８８５－０５９７

☎０２９－８８５－１０６４

☎０２９－８８５－１５４９

☎０２９－８８５－４４８８

☎０２９－８８５－００３８

☎０２９－８８５－８８８５

☎０２９－８８５－７０８０

☎０２９－８８６－０００７

☎０２９－８８５－７１４１

☎０２９－８８５－２２５０

教育相談

累計（今年度）

弁護士による
法律相談

心配ごと
相談

障がい者
相談

行政相談

会場・申込先

　老人福祉センター☎０２９－８８５－７０８０

国の仕事のことなどで困ったときはご相談ください。

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等何でもご相
談に応じます。

（予約不要）

※事前申込がないとお待ちいただく場合があります。

（予約不要）

美浦村社会福祉
協議会主催

▼電話相談　火～金曜日

▼来所相談・訪問相談　火～金曜日（要予約）

時間　火・水・金曜日…午前９時～午後５時
　　　木曜日…午前９時～午後４時
相談・予約　光と風の丘公園クラブハウス内
☎・　０２９－８８５－７７８８ＦＡＸ

美浦村教育相談
センター

防災行政無線の放送内容が聞き取りにく
かった場合、電話による音声で放送内容
を確認できます。

防災行政無線の放送内容の
自動電話案内サービス

☎０２９－８８５－００１０☎０２９－８８５－００１０

２１７，５５０ｋWh １，１１５，８１８ｋWh

９月の納税

７月の発電量

日時　９月２７日（金）午前１０時～正午
会場　役場１階会議室

日時　９月９日（月）・１０月２１日（月）
　　　午後１時～３時
会場　地域交流館みほふれ愛プラザ

日時　１０月２３日（水）午後１時３０分～４時

日時　１０月７日（月）、２１日（月）
　　　午後１時～３時

※１０月１日（火）午前８時３０分より申込受付。

◎住民課窓口時間延長
　毎月第２・第４水曜日の午後５時１５分～７時に実施します。

・９月・１０月の実施日　９月１１日・２５日、１０月９日・２３日

・取扱業務　各種証明書の発行、印鑑登録、パスポートの交付、
戸籍届書の預かり、マイナンバー（個人番号）カードの交付

※転入・転出・転居等の住民登録業務は取扱いできません。

◎住民票の写し・印鑑登録証明書の休日交付（電話予約）
　事前に平日・午前８時３０分～午後５時までに電話予約をい
ただくと、土・日・祝日に証明書を受け取ることができます。

※ご予約の際は証明書を受け取りにくる方がお電話ください。

◇問合せ　役場住民課

国 民 健 康 保 険 税

介 護 保 険 料

後期高齢者医療保険料

納期限は９月３０日（月）です。

（３期）

（３期）

（３期）

美浦少年のつばさ事業

台湾の伝統と文化に触れた５日間

美浦中学校２年生が

台北市立敦化國民中学を訪問しました

台湾

中国
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